
賠償額（円） 賠償内容 専決処分年月日

令 和 ５ 年 ７ 月 11 日
文 教 経 済 常 任 委 員 会
資料 教育委員会事務局総務課

概
要

市職員が学校敷地内の草刈り作業をした際、草刈機によって飛ばされた小石が駐車していた被害者自動車
に当たり、助手席側窓ガラスを破損した。

令和5年7月4日 午前９時36分頃
新城字平岡266-14
新城小学校敷地内

事故の報告について
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【事故現場の状況】

・事故当時、草刈り作業を実施していた場所と被害者自動車

の間には、車2台分のスペースがあった（1台は作業のため退

避させ、1台分は最初から空いていた）。

・被害者自動車は入口から3台目のスペースに駐車していた。

（下の写真は被害者自動車とは別な車両）
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（拡大）


